
 

 

３月定例記者懇談会次第 

 

令和８年３月 25 日（水） 11 時 00 分 

箕輪町役場 203 会議室 

 

１ 開会 
  

 

２ 町長月間予定 

  

 

３ 町の主なトピックス 

 

  ・町民体育館リニューアルオープンについて（文化スポーツ課スポーツ振興係） 

 

・2050 ゼロカーボンみのわ推進事業について 

・ゼロカーボン関連事業実施事業所の募集について（総務課 ゼロカーボン推進室） 

 

・箕ルプロジェクトについて 

（くらしの安全安心課 多文化共生・男女共同参画推進室） 

 

・多文化共生のまちづくりプロジェクトについて 

（くらしの安全安心課 多文化共生・男女共同参画推進室） 

 

  ・令和７年度 箕輪町 17 歳町民意識・生活実態調査結果について 

          （くらしの安全安心課 多文化共生・男女共同参画推進室） 

 

・令和７年度箕輪町住民満足度調査結果について（企画振興課 まちづくり政策係） 

 

 

                                                

４ 町長コメント 

 

 

 

５ 質疑 

 

 

次回開催日程  令和８年４月 27 日（月）11 時 00 分 203 会議室 
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令和８年６月より一般利用開始予定の町民体育館は、単に機能強化の改修工事を行うだけでなく、町のスポーツの総合的な窓口として、ま
た地域の二次避難地として、より町民の皆さんに活用される施設となるよう、運営体制の見直しやスポーツ事業等の企画を行う予定です。

スポーツ振興計画と連携した施設の活用 より多くの町民の皆さんに活用される施設づくり・施設運営へ

町民体育館を拠点としたスポーツ施設運営
町民体育館を町内スポーツ施設の総合窓口に
・従来文化センターや、各小学校で行っていたスポーツ施設の予
約受付・料金収受・鍵の受け渡しを町民体育館で行うことによ
り、各施設の開放日時の拡大や受付可能時間の拡大が可能とな
り、施設の利便性が向上

【現状】
各小学校：予約受付 決まった日に各学校へ赴き希望日予約

鍵の受渡し可能時間 利用日の１６時半まで
町管理体育館：月曜日夜間休館・夜間新規予約受付不可

【町民体育館リニューアル後】
各小学校：予約システムを用いて各団体自ら予約可能

鍵の受渡し可能時間 町民体育館営業時間内
町管理体育館：年末年始を除き利用可能。夜間新規予約受付可

町民体育館リニューアルオープン記念イベント

町民の皆さんに広く関心を寄せてもらえる式典の企画
・令和８年５月３０日（土）開催予定
・ゲストを招いてのオープニングセレモニーの実施
箕輪町に縁のあるスポーツ選手など、スポーツにまつわるイベントを企画
箕輪町出身現役アスリートトークセッション

・本物のスピード感や緊張感を目の前で披露したりスポーツ体験など

町民体育館リニューアルオープン

内容時間

オープニングセレモニー（町長挨拶･テープカット･施設紹介）9:00～9:30
来賓者施設案内9:30～10:00
アスリートトークセッション
・スポーツを長く続けるには
・トップ選手になるまでのリアル
・質問タイム など

10:00～10:45

デモンストレーション＆スポーツ体験等10:45～12:00
サイン・写真撮影など12:00～12:30

当日のスケジュール案

今後の予定
4月上旬～ 新規備品の搬入・旧町民体育館備品の移動
4月中旬 自動販売機の設置
～4月末 防犯・ネットワーク関係の配線（管理運営準備）
4月末～ 一般利用開始に向けたスタッフ及び事務所開設準備
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令和 8 年度から町の体育施設はどのように変わるのか 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町民体育館】（一般利用可） 
 

いつからオープンなのか 

令和 8 年 5 月 30 日に、リニューアルイベントが予定されています。 

6 月 1 日から一般の方への開放をスタート予定です。 

 

令和 8 年 6 月 1 日（月）から、町の体育施設の運用が変わるの？ 

町の体育施設の鍵の貸し出しは、町民体育館が一括管理するようになります。 

（6 月 1 日から、文化センターで鍵の貸し出しは行わなくなります） 

町民体育館があつかう鍵は、以下の施設のものです 

藤が丘体育館、各小学校（中部、東、西、南、北小学校） 

各グラウンド（番場原第 1 第 2、番場原第 2 テニスコート、上古田運動場、沢） 

社会体育館 

鍵を受け取るタイミングは？ 

鍵の数が少ないため、施設使用の当日、または前日に鍵をお受け取りください。 

施設使用後には鍵を速やかに返却ください。 

町民体育館で鍵の貸し出しをしない体育施設は？ 

町民体育館（職員常駐のため）、ながたドーム 

他にはどんな事務を担当しているの？ 

6 月 1 日から、体育施設使用の領収書発行は町民体育館で行います。 

また、グラウンドのコインのお渡しも町民体育館で行います。 

町民体育館に休館日はあるの？ 

休館日は、年末年始だけです。以前は休館だった月曜夜についても、ご利用可能と

なります。 

 

【藤が丘体育館】（一般利用不可） 

・6 月 1 日からは、 

鍵の借用は町民体育館で行い、 

月曜日も使用可能となります。 

 

 

 
【社会体育館】（一般利用不可） 

・令和 8 年 6 月～同年 9 月末までの間は 

改修工事のため使用できません 

 

・工事完了後、10 月から鍵の借用は 

町民体育館で行い、月曜も使用可能と 

なります。 

 

【中学校体育館】（一般利用不可） 

・社会体育館工事中の活動代替施設として、 

令和 8 年 9 月末まで町のスポーツ団体が使用します。 

 

・鍵の貸し出しは中学校で行います。 

 

・令和 8 年 10 月からは、基本的には中学校の使用のみと 

なります。 
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町民体育館の受付窓口では、どんなことができるの？（6 月 1 日から、町民体育館では以下のことを行います） 

 

※6 月 1 日から、 

文化センターで 

鍵の貸し出し・グラウンドの 

照明コインの貸与・領収書の発行は 

行わなくなります 

 

 

6 月 1 日から～  

10 月 1 日から～ 

町
民
体
育
館 

社
会
体
育
館 

（
６
月
か
ら
９
月
末
ま
で 

改
修
工
事
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中
学
校
体
育
館   
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体
育
館 

 

各
小
学
校
の
体
育
施
設 

（
体
育
館
・
校
庭
） 

・番場原 

第１グラウンド 

第２グラウンド 

第２テニスコート 

 

・上古田運動場 

・沢グラウンド 

な
が
た
ド
ー
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育
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（
改
修
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事
完
了
） 

社
会
体
育
館
以
外
の
左
記
の
体
育
施
設
は
、 

６
月
１
日
か
ら
の
運
用
と
同
じ
で
す 

一般の方が利用できる施設か 〇 × × × × 〇 〇 × 

町民体育館で借りられる鍵 

 

× × 〇 〇 〇 〇 × 〇 

町民体育館で受け取る、 

グラウンド照明コイン対象施設 

－ － － － － 〇 －  

施設使用者が受け取ることができる 

領収書 

 

× ×     × × × 〇 × × 

 

- 4 -



窓・ドア・その他の改修
開口部の単板ガラスを複層ガラスに替える工事
新たなサッシを設置して、二重サッシとする工事
屋根、壁、床等に断熱材を設置する工事
補助率2分の1（上限15万円）50件 750万円
※国・県等の補助事業との併用可（ただし補助残の2分の1）

A：（個人）太陽光発電設備 50件 4,000万円★
10万円/kW（上限100万円）

B：（個人）Ａの太陽光と常時接続する定置型蓄電設備 20件 840万円★
補助率3分の1 最大6万円/kWh（上限42万円）

C：（事業所）太陽光発電設備 2件 600万円★ 対象に新築を追加
6万円/kW（上限300万円）

D：ソーラーカーポート 3件 700万円★
補助率3分の1 （上限個人100万円 事業所500万円）

E：太陽熱利用システム 30件 1,800万円★
補助率3分の2（上限60万円）

F：蓄電設備（単独設置） 20件 200万円
4kwh以上のもの 1件10万円

ゼロカーボンの実現に向けて町民・事業者の取り組みを強力に推進します。このため太陽エネルギー活用による創エネと住宅の断熱化による省エネ
及びライフスタイルの変容を促し、ゼロカーボンにつながる新しい快適で豊かな暮らしと持続可能な地域社会づくりを目指すとともに、災害時等に
おける停電対策など地域防災力強化を図ることを目的に補助事業等を実施します。

１ 太陽光発電・蓄電・太陽熱設備の導入補助 8,338万円 ３ EV・V2H導入補助 200万円

２ 住宅の断熱化推進補助 750万円

４ その他の取り組み 433万円

①EV※・PHV※の導入
EV購入者に対しての補助 10台 100万円

CEV補助金の10分の1（上限10万円）

②V2H※充放電設備の導入
V2H導入者に対しての補助 10基 100万円

V2H補助金の10分の1（上限10万円）

①事業所CO2可視化支援事業
町内事業所が脱炭素経営に取り組む第一歩として、CO2排出量の

可視化、削減施策の検討等を支援し、地域全体の脱炭素化と企業価
値の向上を図ります。 ５件 105万円

②啓発・もったいないキャンペーン＋の実施（継続）
住民のゼロカーボンの取り組みへの意識等の向上を図り、一人ひとりが

ゼロカーボンに取り組んでもらえるよう、継続的な街頭啓発活動を実施し
ます。 158万円

③太陽光ゼロ円設置協力金（継続）
PPA等により住宅へ太陽光発電設備を導入1件2万円 10万円

④木質バイオマス機器設置補助（継続）
11件（上限20万円）160万円

①②とも国・県等の補助事業との併用可

事業所太陽光発電経済効果シミュレーション

・SNS広告（継続）

★＝重点対策加速化事業分 V2H停電時イメージ

出典：ニチコン（株）HP
※EV(Electric Vehicle)･･･電気自動車
※PHV(Plug-in Hybrid Vehicle)･･･外部から電源をつないで充電できるハイブリッド車
※V2H(Vehicle to Home)･･･EV・PHVへの充電及びEV・PHVから住宅へ電気の供給ができる装置

※PPA(Power Purchase Agreement(電力購入契約))･･･PPA事業者が太陽光発電設備を
住宅等に無償で設置し、発電した電力のうち使用電力分を利用者が買い取る契約形態

ゼロカーボン推進

2030年度CO2
実質排出量

60％削減

４つの取り組み
太陽光等普及施策 198万円

新

新

拡
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2

2050ゼロカーボンみのわ推進事業 これまでの成果

事業の効果（R4～R7補助金・公共事業合算）
再エネ導入

約1,667kW 約693.5
t-CO2/年

CO2削減見込

整備施設の紹介（一部）

事業計画の特徴
• 同一敷地内に存在する５つの公共施設に太陽光発電設備やソーラーカーポートを設置するとともに、この敷地内において自営線を設置し
マイクログリッドを構築。停電を伴う災害時には蓄電池・EVから災害対策本部への電力供給を行います。

• 小中学校に太陽光発電設備・蓄電池を整備。平時の再エネ利用に加え、停電時には避難所となる体育館へ蓄電池から電力供給する仕
組みを構築しました。

太陽光発電設備の導入

取組（事業所）

太陽熱利用設備の導入

実績
R6～R7年度

2件

5件／226.12kW

取組
太陽光発電設備（PPA等）の導入

公共施設への太陽光発電設備等の整備
実績

R4～R7年度
15カ所／864.905kW

再エネ：864.905kW

蓄電池の導入

LED照明への更新

EVの導入

自己設置6カ所／リース30カ所

11台

7カ所／508.5kWh

うちソーラーカーポート 1カ所／310.2kW

蓄電池の導入

太陽光発電設備の導入

住民・事業所向け補助金の成果
取組（住宅） 実績

R5～R7年度

95件／877.8kWh

109件／576.07kW

再エネ：802.19kW

太陽熱利用設備の導入 44件

断熱リフォーム 120件

V2H 6件

EV・PHV 29台

・一般家庭約280世帯分※1の排出量
・スギの木約5万本※2の吸収量 に相当

箕輪町初のZEB施設
防災交流施設 みのわBASE

役場庁舎周辺再エネ整備事業
みのわサスティナブルエネルギーPG
（MSPG）

※1 環境省統計（令和5年度確報値）に基づく平均家庭排出量で換算した参考値
※2 環境省・林野庁等の公表データに基づく、一般的なスギ人工林の平均吸収量による参考換算値
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【町内事業所向け】
太陽光発電設備等経済効果シミュレーション 実施事業所を募集します！
箕輪町では、「2050ゼロカーボン」達成に向け、地域における更なる再生可能エネルギーの導入を促進するために、「太陽
光発電設備等経済効果シミュレーション」実施事業所を募集します！

１ 対象
町内に所在する事業所 先着30か所 （無料）

２ シミュレーションの内容（予定）
エネがえるBiz（国際航業株式会社提供）を用いて、太陽光発電設備や蓄電池の設置に係る費用対効果を分析
箕輪町ゼロカーボン推進補助金を活用した場合の投資回収期間などを専門業者によりシミュレーション
「所在地」、「延床面積」、「業種・業態」、「定休日・非稼働日」の最低４情報でシミュレーション可能
（その他の追加情報で、更にシミュレーション精度が上がります）

３ 募集期間
令和８年４月6日から７月３１日まで （上限に達し次第終了）

４ 応募方法
以下の専用フォームから申込
URL：https://logoform.jp/form/6gRD/1474276 二次元コード：

【お問い合わせ】
箕輪町 総務課ゼロカーボン推進室 電話：0265-79-3144 メール：zero@town.minowa.lg.jp
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＜シミュレーション サンプル画面（一部抜粋）＞
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【町内事業所向け】
CO２排出量見える化サービス 実施事業所を募集します！

近年、エネルギー価格の高騰や取引先からの環境配慮要請など、事業活動において「脱炭素」への対応が求められています。
箕輪町では、町内事業所の皆様の脱炭素経営を支援するため、「CO２排出見える化サービス」を無料で提供します！

１ 対象
町内に所在する事業所 先着５か所 （無料）

２ サービスの内容（予定） アスエネ株式会社提供サービス
電気料金やガス、ガソリンの請求書をアップロードするだけで、CO２排出量を自動で算定し、分かりやすく見える化
再エネ電力プランの提案や削減目標の設定支援
脱炭素の基礎が学べるe-learning教材の提供等による人材育成支援
※期間は申込翌月～令和9年3月末まで 4月以降も継続の場合は、事業者負担となります。

３ 募集期間
令和８年4月6日から6月30日まで （上限に達し次第終了）

４ 応募方法
以下の専用フォームから申込
URL：https://logoform.jp/form/6gRD/1486247 二次元コード：

【お問い合わせ】
箕輪町 総務課ゼロカーボン推進室 電話：0265-79-3144 メール：zero@town.minowa.lg.jp
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＜見える化サービス サンプル画面（一部抜粋）＞
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　箕輪町では、男女がともに活躍できる社会、誰もが暮らしやすく生きやすい地域社会を目指し、
令和5年度から5年間を計画期間とする第3次男女共同参画推進計画を策定し推進しています。
その計画を踏まえ女性のウェルビーイング向上に焦点を当て、箕輪で自分らしくいきいきと生き
られることを「箕ル」と称し、令和8年度から『箕ルプロジェクト』が動き出します。
●「箕ル」とは
　箕輪町の女性たちが「箕（み）注1」のように、すべての果実をすくい取り、自分らしく「実る」ことを願ったものです。

1「箕ル起業」ご相談者を随時受付中です！

実際の販売会をゴールとした、とりあえずやってみようを形にする全６回の起業したい方のための講座
です。自分と向き合い、強みを知り、ブランディングや周知方法など、都度特化した講師を招いて行います。
お申し込み詳細は、５月号にてご案内予定です。

2「箕ル起業講座」を開講します！

箕輪町で自分らしくいきいきと輝く女性たちをロールモデルとして、「箕ル生き方」
「箕ル暮らし」「箕ル働き方」の観点から取材し、それをホームページや広報「みのわのみ」
にて順次紹介していきます。自分らしく生きる女性たちに刺激をもらいましょう！

3「箕ル女性」たちを紹介していきます！

　箕輪で輝くロールモデルの女性たちによるパネルディスカッションや交流会を開催し、女性が自分らし
く生きるヒントをもらえる機会を予定しています。その際には「箕ル起業講座」販売会（受講生による）
も兼ねて行い、多くの女性たちの交流も生み出す予定です。

4「箕ル女性」交流会を開催します！

問　くらしの安全安心課 多文化共生・男女共同参画推進室　0265-79-3154

｢箕ルプロジェクト」を通した事業検証のため、女性が
箕輪で仕事やプライベートで自己実現でき、健康で幸せ
に暮らせているか、現状を教えてください。
女性のみなさまのご協力よろしくお願いします！

女性のための
「箕ルプロジェクト」始動します

み の

注1. 「箕（み）」とは、穀物などを入れて上下にあおって殻やゴミを飛ばす昔の農具。

〈お申し込みはこちら〉

〈紹介ページはこちら〉

　女性の起業支援または、これから起業を検討している女性を対象として、町が
伴走型で起業を支援します。相談員は、起業歴23年の幅広い人脈を持つベテラン
女性起業家です。「私の強みって何だろう」、「こんなこと仕事にできるのかな…」
など、まだ具体的なイメージがなくても大丈夫！相談者に
丁寧に寄り添います。相談はもちろん無料です。

⬆二次元コードから
簡単な質問にご協力ください！

（4月30日まで）

｢箕輪町のウェルビーイング指標」

女性のための「箕ルプロジェクト」始動します

12
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箕輪町 箕ルプロジェクト企画  「箕
みの

ル起業講座」受講生募集！ 
 
令和８年度発足の箕輪町女性活躍推進事業「箕ルプロジェクト」から、「箕ル起業講座（全６回）」がスタート

します。小さなところから始める「身の丈起業」を女性の生き方や働き方の選択肢のひとつとして捉えられるよ
う、町がサポートを行います。 

箕ル起業講座は「好き」「得意」「自分らしい働き方」をカタチにする、ただ学ぶだけではなく“実際に販売する”
ことをゴールにした実践型プログラムです。自分の強みを把握することからはじまり、アイデアから商品づくり、
販売価格や販売方法、宣伝方法まで、サポートを行います。 

「いつかやってみたい」「少し気になる」をいまカタチにしてみませんか？ 
箕輪町は、あなたの踏み出す一歩を応援します！ 
 

日 時 テーマ 講 師 講義の内容 

６月７日（日） 

9：00～12：00 

第 1 回 

「箕ル起業とは」 

株式会社 Office Aube    

代表取締役 五十嵐暁美氏 

＊中小企業診断士 

「箕ル起業」の趣旨や目的、「身の丈起業」とはいった部分に

ついて説明し、これからのワクワクをみんなで共有します。 

７月５日（日） 

9：00～12：00 

第２回 

「自分を知る」 

自分の根底にあるやりたいこと、本当の気持ちと向き合い、身の丈起業で取組む事業内容を決めま

す。 

９月６日（日） 

9：00～12：00 

第３回 

「先輩起業家の話」 

やりたい起業職種に合わせた先輩起業家を招き、個別懇談会と不安や課題の共有を行います。 

10 月４日（日） 

9：00～12：00 

第４回 

「実践に向けて」 

実践販売会に向けて具体的な販売方法や売り上げ目標を定め、周知や広報について学びます。 

11月29日（日） 第５回 

「実践販売会」 

実際に販売を行います。 

１月 24 日（日） 

9：00～12：00 

第６回 

「反省会」 

販売会を経ての喜びや手ごたえ、課題の把握、収支の明確化等を行い、次につなげます。 

※第２回目以降についても、講師を招いた専門的な講座を予定しております。 
 
＜お申込みいただける方＞ 

・箕輪町在住の女性 
・起業に興味がある方 
・全６回の講座にすべてご参加いただける方 

＜講座費用＞無料 
＜お申込み期間＞令和８年４月 27 日（月）～５月 22 日（金） 
＜お申し込み方法＞記載 QR コード、または下記お問い合わせ先 
＜その他＞ 
・より充実した講座内容のため、申込多数の場合には、参加人数を調整させていただく場合がございます。 
・託児が必要な場合は、託児がご利用いただけます。 
・講座の詳細やお問い合わせは「多文化共生・男女共同参画推進室 79-3154」までお問い合わせください。                                                                                                           
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多文化共生のまちづくりプロジェクト
多文化共生・男女共同参画推進室
R8予算額10,151千円(5,510千円)

・週１回 木曜 午前
・週１回 土曜 夜間(オンライン含）

企画,運営,実施等委託(NGO多文化LIFE)

・広域運営体制に向けた近隣町村との連携体制の確立
・受入企業訪問による情報交換及び日本語教室の将来性の模索

・通訳翻訳ボランティア及び外国人支援サポーターブラッシュアップ研修

・外国人向け防災ガイダンス
・多文化防災ワークショップ
・災害時外国人支援サポーター養成講座(伊那谷北部３町村連携事業：辰野町主催)

・新規転入者向け 困りごと相談LINE窓口等の案内及び災害時情報の提供

箕輪町多文化共生推進計画の策定

日本語教室

・外国人生活相談員２人の配置
・翻訳ツール導入による情報発信強化と業務効率化
・多言語化の拡大（転入者向け、各課発信文書）
・町内情報誌、SNS、Facebook発信、困りごと相談窓口運営
・やさしい日本語講座

災害時に備える
県等の補助金を活用し、日本語教室の広域的運営を目指す
日本語教室は、生活者としてのルール習得、外国人住民の声を聞く、役場事業の周
知、自国コミュニティに情報を広めるキーパーソンの育成など、地域住民と繋がる
場として、単なる日本語能力向上以外にも果たす役割は大きい。

情報弱者となりうる外国人を支援する者の維持・拡大を目指す
３年目となる災害時外国人支援サポーター養成講座(辰野町・南箕輪村合同事業)の継続と、
日本語教室を核とした外国人向け及び日本人向けの災害時対応を引き続き強化していく。

広域化に向けた働きかけ

・日本語教室に他市町村の方も参加している状況を踏まえ、災害時外国人支援
サポーター養成講座等で連携のある北部町村から、日本語教室の広域運営を
目指す。

・県が行う多文化共生推進助成事業への参画検討

日本語教室の運営及び外国人支援の広域サポート化を目指すべく、関係
機関との連携を強化し、広域支援体制への働きかけを行う。

その他
外国人住民支援のため、対外国人向け、対日本人向けの多文化共生社会に
向けた情報発信を継続する。

新

改 改

新

多文化共生推進計画を策定し、中長期的目標を見据えた事業展開を行う

2,777千円(2,510千円) 443千円

6,281千円(3,000千円)

基本理念（ビジョン）
→基本目標
→基本方針
→施策

650千円

アドバイザー監修

目的
位置づけ

外国人住民
会議

現状・課題
の把握

目標・具体
的な施策 パブコメ等

住民意見を反映した
実態に沿った計画へ

継
継
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議会全員協議会 資料 

 
令和 7 年度 箕輪町 17 歳町⺠意識・⽣活実態調査報告書 概要 

 
前年度調査からの変更点 

令和６年度と全く同様の質問項目とし、追加・変更項目はありません。 

 

調査結果要旨 
 
 
 
 

 
 
各設問について 

問３ ⽣活の満⾜度 
・満⾜の理由 ①自然環境に恵まれている 50.7％  ②買い物など⽇常⽣活が便利 24.6％ 

③通勤・通学に便利 20.3％  ④飲食店や娯楽施設に恵まれている 20.3％   ︓Ｐ7 
・不満の理由 ①通勤・通学が不便 65.2％  ①飲食店や娯楽施設が少ない 65.2％ 

③スポーツ・レクリエーションを楽しむ環境が整っていない  45.5％ 
④買い物など⽇常⽣活に不便を感じる 21.7％                 ︓P8 
 

問 4 これからも町に住みたい 59%→59.2％(前年度比 0.2 ポイント増加)              ︓P9 
・町外で暮らしたい理由 ➡「高校卒業後の進学先が不⾜しているため」が 48.0％で１位     ︓P10 

「希望する職業に就けないため」が 36.0％で２位          ︓P10 
「娯楽、経済などで魅⼒ある都会に住みたいため」が 34.7％で 3 位  ︓P10 

問 8 地域情報の取得方法 ➡「知人・友人」が 33.7％で１位  「町の広報誌」が 30.6％で２位     ︓P17 
「新聞」が 19.4％で３位     「回覧板」が 17.3％で４位    ︓Ｐ17 
「アプリ（みのわメイト）」が 11.2％で５位             ︓Ｐ17 

問 9 「みのわメイト」➡ 「登録している」前年度比 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ増加 8.9％→13.3％ 
「知らなかった」前年度比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ減少 25％→24.5％       ︓P18 

問 11 得たい情報 ➡ 「お店や遊ぶ場所の情報」が 53.1%で１位 
           「町内のイベント情報」が 28.6％で２位 

「災害等地域の緊急情報が 26.5％で３位                 ︓P20 
問 13 ジェンダーによる不平等 

・⽣活の中でジェンダーによる不平等を感じることがあるか。 「ある」7.1％  「ない」61.2％ 
  （男性の 79.5％が「ない」と回答する⼀方、⼥性の回答は 47.2％と 32.3 ﾎﾟｲﾝﾄの差がある）   ︓P22 

 問 15 多文化共⽣社会の実現 ➡「重要だと思う」 前年度比 10.7 ﾎﾟｲﾝﾄ減少 46.4％→35.7％ 
                 「重要だと思わない」 前年度比 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増加 5.4％→8.2％    ︓P24 

〇調査対象者 250 人に対し、有効回答者数は 98 人（男性 44 人、44.9％、女性 53 人、54.1％）            :P1 

〇回答率は、前年度比 3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ減少 42.6％→39.2％（昨年度同様インターネット回答のみ）          :P1 

〇町への愛着度は、前年度比 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ減少 75.0％→68.3％（「強く感じる」+「ある程度感じる」）       :P4 

○町への貢献意識は、前年度比 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増加 51.8％→52.0％（「強く思う」+「ある程度思う」）        :P5 

〇生活の満足度は、前年度比 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ減少 72.3％→70.4％（「かなり満足」+「まあまあ満足」）        :P6 
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令和８年３月 企画振興課 

 

令和７年度 箕輪町住民満足度調査報告書について 
 
 前年度調査からの変更点  
 「取組 26 項目」の取組み内容を現状に合わせて修正、項目の追加や削除はありません。 
 

 調査結果要旨  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 各設問について  
 問 1 町への愛着度(愛着を感じている) 82.5％(前年 81.2％から 1.3％増加) 

    【参考値】R6：81.2％、R5：81.5％、R4：84.7％、R3：83.6％、R2：80.1％  
 問 2~4 生活の満足度(満足している)  81.1％(前年 78.7%から 2.4％増加) 

    【参考値】R6：78.7％、R5：79.2％、R4：83.1％、R3：79.5％、R2：78.2％ 
 
   満足の理由  ①自然環境に恵まれている  ②日常生活が便利     ③安全・安心な環境 
 

   不満の理由  ①飲食店や娯楽施設が少ない ②医療環境が整っていない ③日常生活に不便を感じる 

 

 問 5  これからも町に住み続けたい    78.8%（前年 75.8%から 3.0%増加）  
 問 6  子どもに箕輪町に住んで欲しい   44.6%（前年 45.7%から 1.1%減少）  
 問 7  箕輪町に帰ってきて欲しい     41.1%（前年 42.9%から 1.8%減少）  
 問８  町の情報は、何から入手しているか １位：町の広報紙 ：79.4%↗（前年 78.8％） 

                      ４位：みのわメイト：25.8％↘（前年 28.2％）  
 問９  町は政策の説明をしている     56.9%（前年 55.1%から 1.8%増加）  
 問 10 町に意見を伝える機会       １位：区や常会を通じて：42.0%  
 問 11 町は、町民の意見を聞き入れている 52.5%（前年 48.2%から 4.3%増加）  
 問 12 取組みの満足度・重要度（26 項目の取組み）の上位３項目  

 取組みの満足度  
   R７年度： ①安全快適な生活環境の整備   ②安全・安心の推進 ③育児・子育て支援 
   R６年度： ①理解され信頼される行政運営２ ②安全・安心の推進 ③育児・子育て支援 
 

 取組みの重要度  
   R７年度： ①医療体制づくり  ②道路、橋梁の整備  ③上下水道の整備 
   R６年度： ①医療体制づくり  ②道路、橋梁の整備  ③上下水道の整備 

① 回答率は前年に比べて減少 R6：53.2％ ⇒ R7：52.4%（0.8％減少） 
  ネット回答者数は上昇。Ｒ５：256 人、50.4％ Ｒ６：293 人、55.1％ Ｒ７：307 人、58.6％ 
 
② 愛着度(1.3％↗）､満足度(2.4％↗)と、前年より増加（過去４年間の平均値と同水準） 
  Ｒ７：82.5％（Ｒ3～6 の 4 年平均：82.8％）、Ｒ7：81.1％（Ｒ3～6 の 4 年平均：80.1％） 
 
③ これからも箕輪町に住み続けたい、３年連続増加、前年度より 3.0％増加 
  R5：75.0％、R6：75.8％、R7：78.8％、30 代：15.7％増加（60.3％ ⇒ 76.0％） 
 
④ 子どもに箕輪町に住んで欲しい、箕輪町に帰ってきて欲しいは、ともに減少 
  Ｒ６：45.7％ ⇒ Ｒ7：44.6％（1.1％減少）、Ｒ６：42.9％ ⇒ Ｒ7：41.1％（1.8％減少） 

「行政運営２」とは窓口サービスや職員の挨拶、接遇等の項目 
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